
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 

要綱 

  

令和６年３月８日 

職業安定分科会（第 205 回） 
資料１－１ 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

 

一 

雇
用
調
整
助
成
金
制
度
の
改
正 

 
 

１ 

経
済
上
の
理
由

急
激
に
事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
に
係
る
対
象
期
間
の
起
算
日
に
つ

当
該
事
業
主
が
指
定
し
た

に
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
主
に

は

当
該
指
定
し
た
日
が
次
に
掲
げ
る

の
直
前
の
対
象
期
間
に
属
す
る
日
に
限

遅
い
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
い
る
も
の
に
限

 

 
 
 

㈠ 

当
該
事
業
主
の
直
前
の

の
休
業
等
に
つ
い
て
雇
用
調
整
助
成
金
が
支
給

さ
れ
た
も
の
に
限

末
日 

 
 
 

㈡ 

当
該
事
業
主
の
直
前
の

に
つ
い
て
雇
用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ
た
も
の

に
限

末
日 

 
 

２ 

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
同
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
事
業
主

一

の
対
象
期
間

当
該
事
業
所
の
対
象
被
保
険
者
に
係
る
判
定
基
礎
期
間
内
の

に
つ
い
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て
雇
用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限

実
施
日
の
延
日
数
を
当
該
事
業
所
の
対
象
被
保
険
者
の
数
で

除
し
て
得
た
日
数
の
累
計
日
数
が
三
十
日
に
達
し
た
日
の
属
す
る
判
定
基
礎
期
間
の
後
の
判
定
基
礎
期
間
に
お
け
る
休

業
等
の
実
施
日
の
延
日
数
に
対
す
る
教
育
訓
練
の
実
施
日
の
延
日
数
の
割
合
が
十
分
の
一
未
満
の
も
の
に
対
し
て

当

該
事
業
主
が
判
定
基
礎
期
間
に
お
け
る
休
業
等
に
係
る
対
象
被
保
険
者
に
支
払

手
当
又
は
賃
金
の
額
に
相
当
す
る

額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
四
分
の

に

二
分

の

の

そ
の
額
を
当
該
手
当
の
支
払
の
基
礎
と

日
数
で
除
し
て
得
た
額
が
基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
を

超

基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
に
当
該
日
数
を
乗
じ
て
得
た

に
教
育
訓
練
を
実
施
し
た
日
数
に
応
じ

た
訓
練
費
を
加
算
し
た
額
を
支
給

 

 

二 

労
働
移
動
支
援
助
成
金
制
度
及
び
中
途
採
用
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正 

 
 

１ 

労
働
移
動
支
援
助
成
金
及
び
中
途
採
用
等
支
援
助
成
金
を
統
合

名
称
を
早
期
再
就
職
支
援
等
助
成
金
に
変
更
す

 

 
 

２ 

再
就
職
支
援

奨
励
金
の
改
正 

 
 
 

㈠ 

教
育
訓
練
施
設
等
に
訓
練
の
実
施
を
委
託
し
た
事
業
主
に
対

再
就
職
実
現
時
に
支
給
す
る
再
就
職
支
援
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ス
奨
励
金

実
施
助
成
を
創
設

当
該
訓
練
期
間
中
に
支
払

賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎

労
働
時
間
数
に

を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も

経
費
助
成

対
象
者
一
人
に
つ
き
当
該
訓
練
の
委
託
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の

に
つ
き
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
一
の
当
該
訓
練
の
実
施
時
間
数
の
区
分
に
応

当
該
⑴

か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
額
を
上
限

支
給

 

 
 
 
 

⑴ 

十
時
間
以
上
百
時
間
未
満 

 

 
 
 
 

⑵ 

百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満 

 

 
 
 
 

⑶ 

二
百
時
間
以
上 

 

 
 
 

㈡ 

職
業
紹
介
事
業
者
に
再
就
職
支
援
型
訓
練
の
実
施
を
委
託
し
た
事
業
主
に
対

再
就
職
実
現
時
に
支
給
す
る
再

就
職
支
援

奨
励
金
の
加
算
額
の
上
限
に
つ
い
て

対
象
者
一
人
に
つ
き
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
一
の

再
就
職
支
援
型
訓
練
の
実
施
時
間
数
の
区
分
に
応

当
該
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
額

 

 
 
 
 

⑴ 

十
時
間
以
上
百
時
間
未
満 

 

 
 
 
 

⑵ 

百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満 

 



- 4 - 

 

 
 
 
 

⑶ 

二
百
時
間
以
上 

 

 
 
 

㈢ 

職
業
紹
介
事
業
者
に
再
就
職
支
援
を
委
託
し
た
事
業
主
に
対

再
就
職
実
現
時
に
支
給
す
る
再
就
職
支
援

ス
奨
励
金
の
合
計
額

対
象
者
一
人
に
つ
き
六
十

の
再
就
職
支
援
型
訓
練
の
実
施
時
間
数
が
二

百
時
間
以
上
で
あ
る
中
小
企
業
事
業
主

は
当
該
再
就
職
支
援
の
委
託
に
要
す
る
費
用

の
い
ず
れ
か
低
い
額

 

 
 

３ 

早
期
雇
入
れ
支
援

奨
励
金
の
改
正 

 
 
 

㈠ 

早
期
雇
入
れ
支
援

奨
励
金
の
名
称
を
雇
入
れ
支
援

奨
励
金
に
変
更
す
る
こ
と

 

 
 

 

㈡ 

雇
入
れ
支
援

奨
励
金
の
支
給
対
象
に

厚
生
労
働
省

以
下

と
い

が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
離
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
を
追
加

 

 
 
 

㈢ 

雇
入
れ
支
援

奨
励
金
の
支
給
要
件

雇
入
れ
支
援

奨
励
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
雇
入
れ
に
係

る
計
画
対
象
被
保
険
者
若
し
く
は
支
援
書
対
象
被
保
険
者
又
は
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

下
こ
の
㈢
及
び
㈣
に
お
い
て

計
画

係
る
最
初
の
賃
金
支
払
日
の
属
す
る
月
の
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翌
月
か
ら
当
該
最
初
の
賃
金
支
払
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
に
お
い
て
当

該
計
画
対
象
被
保
険
者
等
に
対
し
て
支
払

当
該
各
月
の
賃
金
支
払
日
ご
と
の
賃
金
の
額
を

当
該
計
画
対
象
被

保
険
者
等
を
当
該
雇
入
れ
前
に
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
が
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
月
に
お
い
て
当
該
計
画
対
象
被

保
険
者
等
に
対
し
て
支
払

賃
金
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
が

い
ず
れ
も
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
値
を

達
成
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と

 

 
 
 

㈣ 

雇
入
れ
支
援

奨
励
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
計
画
対
象
被
保
険
者
等
を
雇
い
入

受
入
れ
人
材
育
成
型

訓
練
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
す
る
加
算
額
を
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
額
の
合
計
額

 

 
 
 
 

⑴ 

受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練

が
自
ら
運
営
す
る
座
学
等
に
限

運
営
に
要
し
た
経
費
並
び

に

当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等
に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限

係
る
入
学
料
及
び
受
講

料
の

そ
の
額
が
当
該
雇
入
れ
に
係
る
計
画
対
象
被
保
険
者
等
一
人

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
一
の
受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
の
実
施
時
間
数
の
区
分
に
応

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
を

超

当
該
定
め
る
額

 

 
 
 
 
 

イ 

十
時
間
以
上
百
時
間
未
満 
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
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す
る
受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
受
入
れ
人
材

育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

 

 
 
 
 
 

ロ 
百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満 

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者

に
対
す
る
受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

に

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
受
入
れ

人
材
育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

 

 
 
 
 
 

ハ 

二
百
時
間
以
上 

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
受

入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
受
入
れ
人
材
育
成
型

訓
練
を
行

事
業
主

 

 
 
 

 

⑵ 

受
入
れ
人
材
育
成
型

に
限

期
間
中
に
支
払

賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎

労

働
時
間
数

を
限
度

に

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇



- 7 - 

 

入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

企
業
事
業
主

が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に

対
す
る
受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
を
行

事
業
主

を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

 
 

⑶ 
受
入
れ
人
材
育
成
型

を
除

受
け
た
計
画
対
象
被
保
険
者
等
一
人
に
つ
き
十
一
万
円

 

 

三 

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
制
度
の
改
正 

 
 
 

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金

雇
用
す
る
五
十
歳
以
上
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る

労
働
者
を
そ
の
者
が
定
年
に
達
す
る
前
に
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
に
転
換
さ
せ
た
事
業
主
に

対
す
る
助
成
に
つ
い
て

支
給
額
を
対
象
者
一
人
に
つ
き

 

 

四 
 

五 

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度

の
改
正 

 
 

１ 

人
事
評
価
改
善
等
助
成

人
事
評
価
制
度
等
の
整
備
に
係
る
事
業
所

人
事
評
価
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制
度
等
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
に
対

人
事
評
価
制
度
等
に
基
づ
く
最
初
の

こ
の
１

支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額

実
施
日
の
属
す
る
月
の
前
月
に
支
払
わ
れ

た
賃
金
の
総
額
と
比
べ
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
値
以
上
で
増
額
し
て
い
る
事
業
主
で

人
事
評

価
制
度
等
の

こ
の
１
に
お
い
て

起
算
し
て
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
事
業
所
の
離
職
者
数

適
用
開
始
日
に
お
け
る
当
該
事
業
所
の
労
働
者
数
で
除
し

て
得
た
割
合

当
該
事
業
所
の
労
働
者
数
に
応
じ
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
値
を
達
成
し
て
い
る
こ
と

等
の
要
件
を
満
た
し
た
事
業
主
に
対
し
て
支
給

 

 
 

２ 

介
護
福
祉
機
器
助
成

を
廃
止

 

 
 

３ 
 

 

六 
 

 

七 

人
材
開
発
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正 

 
 

１ 

障
害
者
職
業
能
力
開
発

助
成
金
を
廃
止

 

 
 

２ 
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八 

雇
用
保
険
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
の
改
正 

 
 

 
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
以
後
に
離
職
し
た
求
職
者
に
対

再
就
職
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及

び
技
能
の
習
得
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
講
習
を
実
施
す
る
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
又
は
高
等
専
門

学
校
に
対

当
該
講
習
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
て
実
施
す
る
事
業

令
和
五
年
度
ま
で
の

雇
用
保
険
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
暫
定
措
置
を
廃
止
す
る
こ

 

九 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行

 

第
二 

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

 

一 

建
設
分
野
作
業
員
宿
舎
等
設
置
助
成

助
成
金

中
小
建
設
事
業
主

建
設
作
業
に
従
事
す

る
女
性
労
働
者
の
た
め
の

こ
の
一

貸
与
を
受
け
る
場

合

一
の
事
業
年
度

当
該
女
性
専
用
作
業
員
施
設
の
貸
与
に
要
す
る
経
費
の
五
分
の

そ
の
雇

用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
し
た
中
小
建
設
事
業
主

四
分
の

に
相
当
す

る

そ
の
額
が
九
十
万
円
を
超

を
支
給
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二 

建
設
労
働
者
技
能
実
習

助
成
金

技
能
実
習
を
受
け
さ
せ
た
建
設
労
働
者
を
対
象

等
に
応
じ
た
処
遇
を
受
け
る
た
め
の
取
組
を
行

中
小
建
設
事
業
主
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
に
対

す
る
賃
金
助
成
の
特
例
措
置
を
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長

 

三 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行

 

第
三 

施
行
期
日
等 

 

一 

こ
の
省
令

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

二 

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定

 

 

三 

関
係
法
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行

 


